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現　　場　　代　　理　　人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通知書
　　主任(監理)技術者
　１　工事番号　　玉　　　工第　　　号

　２　工 事 名

　３　工事場所　　玉名市

　４　現場代理人氏名

	


　５　主任技術者氏名

	


　　　　　　保有資格

	


　　　　　　免許番号

	


　６　監理技術者氏名

	


　　　　　　保有資格

	


　　　　　　免許番号

	


　　　　　　監理技術者資格者証番号

	


　７　専門技術者氏名

	


　　　　　　保有資格

	


　　　　　　免許番号

	


　　上記のとおり現場代理人、主任（監理）技術者、専門技術者を定　めたので通知します。

　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　住　　　 所

　　　　　　　　　　　　　商号又は名称

　　　　　　　　　　　　　代 表 者 名　　　　　　　　　　　印

　　玉名市長　藏原　隆浩　様

　(注)1 当該工事が建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者を設置するものとし､それ以外の場合には主任技術　　　者を設置するものとする｡

　　 2 専門技術者とは､建設業法第26条の2に規定するものをいう｡

　　 3 現場代理人､主任(監理)技術者及び専門技術者は､これを兼ねることができる｡

　　 4 現場代理人､主任(監理)技術者及び専門技術者については､各種免許の写しを添付すること｡

（「現場代理人・主任(監理)技術者通知書裏面」）

※現場代理人が２カ所の工事を兼任する場合に記入が必要
下記工事について、現場代理人を兼任するので届け出ます。

	現場代理人氏名
	

	兼　任　す　る　工　事
	今回施工

する工事
	工　事　番　号
	

	
	
	工　　事　　名
	

	
	
	工　事　場　所
	

	
	
	工　　　　　期
	令和　年　月　日

　　　　～　令和　年　月　日

	
	
	請負金額(税込)
	

	
	
	監 督 員 氏 名
	

	
	すでに

施工中の工事
	工　事　番　号
	

	
	
	工　　事　　名
	

	
	
	工　事　場　所
	

	
	
	工　　　　　期
	令和　年　月　日

　　　　～　令和　年　月　日

	
	
	請負金額(税込)
	

	
	
	監 督 員 氏 名
	


※現場代理人に関する留意事項
（1）資格要件

特別な資格は要しませんが、恒常的な雇用関係(正社員)が必要です。
（2）現場代理人の常駐

　工事現場に常駐することを契約約款において義務づけています。｢常駐｣とは、当該工事のみを担当していることだけでなく、工事期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味するものであり、施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理等を行い、発注者又は監督員との連絡に支障をきたさないようにしなければなりません。
（3）現場代理人の兼務

　常駐を要することから、特別な場合を除いて他の工事と重複して現場代理人になることはできません。しかし、２つの現場まで兼任出来るように緩和しています。ただし、請負金額が合わせて４，５００万円以下の場合のみです。

（4）専任技術者との兼務

　常駐義務が義務づけされている観点から、事務所の専任技術者になっておられる方は、現場代理人にはなれません。しかし、事務所から近距離である場合に限って、１現場までは認めます。
